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尖
閣
諸
島
沖
に
お
け
る
衝
突
事
件
発
生
後
の
政
府
に
よ
る
邦
人
保
護
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

本
年
九
月
七
日
、
尖
閣
諸
島
周
辺
に
侵
入
し
た
中
国
漁
船
が
、
我
が
国
の
海
上
保
安
庁
巡
視
船
に
衝
突
す
る
事
件
（
以
下
、

「
衝
突
事
件
」
と
い
う
。
）
が
起
き
た
。
右
を
受
け
、
同
月
八
日
、
石
垣
海
上
保
安
部
は
同
漁
船
の
�
其
雄
船
長
を
公
務
執
行

妨
害
の
容
疑
で
逮
捕
し
た
。
「
衝
突
事
件
」
に
関
連
し
、
中
国
の
四
川
省
成
都
等
の
都
市
で
十
月
十
六
日
に
大
規
模
な
抗
議
デ

モ
が
起
き
た
。
ま
た
そ
れ
が
飛
び
火
し
、
翌
十
七
日
に
は
同
省
の
綿
陽
市
で
日
本
車
が
壊
さ
れ
、
邦
人
が
経
営
す
る
店
舗
が
襲

わ
れ
る
事
態
が
発
生
し
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
七
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
外
務
省
と
し
て
、
今
回
の
抗
議
デ
モ
と
そ
れ
以
前
の
デ
モ
も
含
め
、
邦
人
企
業
が
受
け
た
被
害
は

金
額
で
換
算
す
る
と
い
く
ら
に
な
る
か
把
握
し
て
い
る
か
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
中
国
政
府
に
対
し
、
今
回
の
デ

モ
で
邦
人
が
被
っ
た
被
害
の
全
額
賠
償
並
び
に
破
壊
活
動
を
行
っ
た
者
の
逮
捕
、
そ
し
て
謝
罪
を
求
め
る
べ
き
で
な
い
か
と

問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
今
般
の
抗
議
活
動
に
よ
り
中
国
国
内
で
邦
人
又
は
日
系
企
業
が
被
っ
た
損
害
に

つ
い
て
は
、
情
報
収
集
に
鋭
意
努
め
て
い
る
が
、
損
害
の
救
済
は
、
中
国
側
が
中
国
国
内
法
に
従
っ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ

り
、
被
害
に
遭
わ
れ
た
邦
人
又
は
日
系
企
業
か
ら
の
要
望
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
府
と
し
て
も
適
切
に
対
応
し
て
い
く
考
え

で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
に
お
い
て
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
今
回
の
デ
モ
に
よ
り
邦
人

一



が
被
っ
た
被
害
は
、
総
額
い
く
ら
に
上
る
と
認
識
し
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
中
国
国
内
の
邦
人
ま
た
は
日
系
企
業
よ
り
、
今
回
の
反
日
デ
モ
に
よ
り
被
害
を

受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
一
の
「
前
回
答
弁
書
」
に
あ
る
要
望
を
受
け
て
い
る
か
。

三

二
で
、
受
け
て
い
る
な
ら
、
こ
れ
ま
で
何
件
の
要
望
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

本
年
十
一
月
十
三
日
よ
り
、
横
浜
市
で
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
政
府
、

特
に
外
務
省
と
し
て
、
日
中
首
脳
会
談
を
開
催
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
ま
た
、
開
催
に
向
け
、
中
国
側
と
交
渉
を
行
っ
て
い

る
か
。

五

四
で
、
日
中
首
脳
会
談
が
開
催
さ
れ
る
の
な
ら
、
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
、
そ
の
際
に
今
回
の
反
日
デ
モ
に
よ
り

邦
人
並
び
に
日
系
企
業
が
被
っ
た
被
害
に
つ
き
、
中
国
側
に
損
害
の
救
済
並
び
に
明
確
な
謝
罪
を
温
家
宝
首
相
に
対
し
て
求

め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
菅
総
理
の
見
解
如
何
。

六

前
回
質
問
主
意
書
で
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
丹
羽
宇
一
郎
在
中
国
日
本
国
大
使
を
本
国
に
召
還
す
る
、
ま
た
一

時
帰
国
さ
せ
、
今
回
の
抗
議
デ
モ
に
つ
い
て
詳
細
な
事
情
を
聞
く
考
え
は
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で

は
「
引
き
続
き
、
事
態
の
推
移
を
見
極
め
つ
つ
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

二



現
時
点
に
お
い
て
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
右
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

三


